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 今後見込まれる人口の減少について、要因の分析、また、分析を踏まえた効果的な施策展開などにより、
持続可能なまちづくりを進めることが求められます。

    本格的な少子高齢社会の到来は、全ての自治体
に影響を与えています。
   滝沢市では、これまで人口が増加するという前提
のもと、目標人口を設定し人口増加をどのように加
速させていくかという点を重視した政策を展開して
きました。

   少子高齢化による問題の多くは、人口構成の中で
特定の世代が突出して減少することなどによって引
き起こされます。したがって、人口構成をバランス

第１章　計画策定に係る基礎的指標分析

将来人口1

１ 滝沢市における人口推計     しかし、人口推計に基づくと、第２次滝沢市
総合計画期間は、人口減少局面に転じる、まさに
転換期であり（図１０参照）、トレンドとしての
人口減少を踏まえつつ、人口減少及び人口構成の
変化によって生まれる課題を克服しながら、やさ
しさに包まれた持続可能な地域社会の実現を図る
ことが重要な視点になります。

図１０ 滝沢市の人口推移

2 本市の人口動態の傾向・特徴 の取れた適切な形へ変化させていくこと、つまり
若い世代の減少を食い止め、増やしていくことが
必要となります。この手立てを考えるため、世代
ごとの増減に着目した人口構成の動態の分析が必
要です。
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年 ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０３５ ２０４０ ２０４５
総数 ５５，４６３ ５５，２５４ ５５，９９８ ５５，２５５ ５３，９３５ ５２，０７２ ４９，８２４
０～４歳 ２，３９２ ２，２６３ ２，１７１ ２，０７４ １，９５４ １，８２２ １，６８３
５～９歳 ２，７００ ２，５９１ ２，４６０ ２，２８７ ２，１７９ ２，０５２ １，９０９
１０～１４歳 ２，８７９ ２，７６０ ２，６５０ ２，５６６ ２，３８０ ２，２６６ ２，１３２
１５～１９歳 ３，２８４ ３，１７０ ３，１００ ２，９０３ ２，７９０ ２，５６７ ２，４３０
２０～２４歳 ３，２７１ ２，８５２ ２，９７６ ２，８３０ ２，６３３ ２，５１３ ２，２９２
２５～２９歳 ２，８２６ ２，４５４ ２，５５４ ２，４４８ ２，３１８ ２，１５３ ２，０４８
３０～３４歳 ３，３８９ ２，９０１ ２，８３４ ２，６０４ ２，４８０ ２，３２４ ２，１５１
３５～３９歳 ３，８６８ ３，４９４ ３，１１０ ２，９６８ ２，７１３ ２，５６０ ２，３８８
４０～４４歳 ４，０８９ ３，８８６ ３，５９８ ３，１５８ ３，００２ ２，７５２ ２，５８５
４５～４９歳 ３，４３２ ４，１０５ ３，９３４ ３，５９１ ３，１５５ ２，９９２ ２，７４８
５０～５４歳 ３，５８７ ３，４６９ ４，１６０ ３，９７０ ３，６１７ ３，１８１ ３，０１２
５５～５９歳 ３，６７５ ３，４７３ ３，４３１ ４，１１０ ３，９３６ ３，５８２ ３，１５５
６０～６４歳 ４，１４２ ３，６７２ ３，５１９ ３，３９７ ４，０７２ ３，９１０ ３，５５９
６５～６９歳 ４，０８３ ４，０１１ ３，５０８ ３，４０６ ３，２９６ ３，９４９ ３，７９０
７０～７４歳 ２，８１３ ３，８７２ ３，７８６ ３，３４６ ３，２５７ ３，１６４ ３，７８６
７５～７９歳 ２，０７３ ２，５５０ ３，６０７ ３，５２７ ３，１３２ ３，０６２ ２，９８８
８０～８４歳 １，４４４ １，８１４ ２，２５６ ３，１５８ ３，０９４ ２，７７０ ２，７２８
８５～８９歳 ９２９ １，１３４ １，３７２ １，７１５ ２，４４０ ２，３９４ ２，１７５
９０歳以上 ５８７ ７８３ ９７２ １，１９７ １，４８７ ２，０５９ ２，２６５

   本市の将来人口を５年ごと、また５歳刻みで区分
し、同一世代の本市の将来人口動態を予測すると（表
２参照）、
①１０～１４歳から１５～１９歳に上がる際に人口
が大きく増加していること  （市内に所在する大学等
の入学に伴う転入が主要因と想定）
②１５～１９歳から２５～２９歳にかけて人口が大
きく減少していること（進学・就職に伴う他自治体
への転出が主要因と想定）
 ③２５～２９歳以降、４０～４４歳までは人口が

緩やかに増加していくこと（住宅購入などに伴う
転入が主要因と想定）
の３点が傾向として浮かび上がってきます。
  本市の人口動態の傾向を踏まえ、若者の流出を
食い止め、活力ある持続可能なまちづくりを展開
するためには、滝沢で生まれ育った人や、市にか
かわりのあった若い世代の人たちが自分らしさを
発揮できるような環境をつくり、戻ってくること
のできる場所、又は住みたい場所として滝沢市が
選ばれるようにしていくことが重要です。

表２   滝沢市の将来人口（５歳階級別）

注：2020 年以前は国勢調査、2025 年以降は国立社会保障人口問題研究所による推定値

経済指標2
 市内総生産、市民所得、就業者数等の経済指標は拡大傾向にあります。引き続き、本市の強みや地域特

性を生かした企業集積、多様な人材が活躍できる環境づくりを進める必要があります。

 市内総生産及び市民所得は、順調に拡大しており、
人口が増加している局面においても、人口一人当た
りの市民所得の額も増加しています（表３参照）。

   同時期の岩手県内の県内総生産・県民所得・人
口一人当たりの県民所得は、横ばい又は減少傾向
にある（表４参照）ことから、本市における市民
所得等は一定の拡大が図られているものと考えら
れます。

１ 市内総生産等
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   本市における就業者数は、これまで増加傾向で推
移してきました（表５参照）。しかし、今後は少子
高齢化の影響による生産年齢人口の減少により、就
業者数の減少圧力が高まることが予見され、市内企
業の人材・後継者不足の深刻化や、購買力の低下に

表５ 滝沢市内における就業者数の推移

※ 19　１年間に市内の各産業の生産活動によって新たに生み出された価値（付加価値）の総額。なお、市内総生産
には、第１次～第３次産業による生産のほか、関税等が含まれるため、本表において内訳と合計は一致しない。
※ 20　市内居住者が１年間携わった生産活動によって発生した純付加価値が市民に対して、生産要素を提供した対
価として、賃金（雇用者報酬）、利潤（企業所得）、利子・配当（財産所得）などの形でどのように配分されたかを示
したものの総額
※ 21　人口一人当たり市民所得…市民所得を人口で除して求めた値。なお、個人に配分される所得（被用者報酬等）
のほかに、民間法人企業所得なども含まれていることから、個人の所得水準を表す指標ではないことに留意
※ 22　　就業者には分類不能者がいるため、合計は一致しない。また、平成２２年度の第３次産業のうち「サービ
ス業」は、その後の調査との項目の相違がある。

平成２６年度 平成２９年度 令和２年度
市内総生産※ 19 124,198 百万円 ― 126,087 百万円 ― 144,204 百万円 ―

第１次産業 2,242 百万円 （１．８％） 2,713 百万円 （２．２％） 2,702 百万円 （１．９％）
第２次産業 15,402 百万円 （１２．４％） 14,816 百万円 （１１．８％） 32,054 百万円 （２２．２％）
第３次産業 105,505 百万円 （８４．９％） 107,927 百万円 （８５．6％） 108,848 百万円 （７５．５％）

市民所得※ 20 133,921 百万円 139,555 百万円 141,895 百万円

人口一人当たり
の市民所得※ 21

2,425 千円 2,516 千円 2,553 千円

表３ 滝沢市内総生産、市民所得及び人口一人当たりの市民所得の推移

（出典：令和４年度市勢統計書ほか）

表４ 岩手県内総生産、市民所得及び人口一人当たりの県民所得の推移
平成２６年度 平成２９年度 令和２年度

県内総生産 4,652,936 百万円 4,864,349 百万円 4,747,426 百万円

県民所得 3,481,895 百万円 3,473,757 百万円 3,224,356 百万円

人口一人当たりの県民所得 2,711 千円 2,768 千円 2,664 千円
（出典：「令和２年度（２０２０年度）岩手県市町村民経済計算年報より作成）

2 就業者数 伴う市内消費額の減少などが懸念されます。
   このような状況下で、今後も市内総生産額を
維持し、拡大していくためには、本市の強みや
地域特性を生かした企業集積を進めるほか、女
性、高齢者、障がい者をはじめとする多様な人
材が活躍できる環境づくりを進め、人材の安定
的な確保、育成を図る必要があります。

平成２２年度 平成２７年度 令和２年度
就業者数※ 22 26,478 人 27,861 人 28,621 人

（第１次産業） 1,374 人 （5.2％） 1,399 人 （5.0％） 1,336 人 （4.7％）
うち農業 1,326 人 （5.0％） 1,322 人 （4.8％） 1,243 人 （4.3％）

（第２次産業） 5,683 人 （21.5％） 6,100 人 （21.9％） 6,075 人 （21.2％）
うち製造業 2,819 人 （10.7％） 2,851 人 （10.2％） 2,835 人 （9.9％）

（第３次産業） 19,421 人 （73.3％） 19,792 人 （71.0％） 20,592 人 （71.9％）
うち卸売・小売業 4,891 人 （18.5％） 4,814 人 （17.3％） 4,916 人 （17.2％）
うちサービス業 3,482 人 （13.2％） 5,244 人 （18.8％） 5,222 人 （18.2％）

（出典：国勢調査データより作成）
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 幸福を実感できる地域社会の実現を市の将来像と
して規定した滝沢市自治基本条例の策定以降、市で
は、幸福感に関する市民の意向を、毎年のたきざわ
幸福実感アンケート調査によって測定しています。
新型コロナウイルス感染症の発現前である令和元年
度調査までの数値は順調に向上しています。その後、
感染症の影響下にあった令和２年度から令和４年度
までの数値は令和元年度と比べると低下しています

（図１１参照）。
   計画期間全体の傾向としても、感染症の影響は
あったものの、幸福感を育む環境づくりの基盤構築
を目指した第１次滝沢市総合計画に基づく取組によ
り、数値は、上昇の傾向にあります。
  国連の調査によると、我が国は、健康寿命や人口

１人当たりのＧＤＰといった客観的な幸福度は
比較的高いものの、主観的な幸福度は低いとさ
れており、コロナ禍を経て、なお、社会に漂う
閉塞感は、幸福を実感しにくい状況を反映して
いるものと考えられます。
  幸福の感じ方は一人一人によって異なります
が、市民が幸福を実感しやすい環境づくりを今
後も進めていくためには、これまで社会が追い
求めてきた「物質的な豊かさ」の追及ではなく、
多様性の尊重、他者への配慮、支え合いなどの
やさしさが感じられる雰囲気の中で、市民主体
の地域づくり活動が行われるような環境づくり
を、市民と行政が協力しながら進めていく必要
があります。

市民の幸福実感3
  幸福感を感じる市民の割合は増加傾向にあります。今後も、「やさしさに包まれた滝沢」の実現、また、
その先にある「誰もが幸福を実感できる地域」の実現に向けた取組を進めます。

図１１ 幸福に関する市民の感じ方の推移
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   令和４年度たきざわ幸福実感アンケート調査にお
ける暮らしの最適化条件ごとに、重要度から満足度
を差し引いた値を「実現に向けた要求度合」（＝「ニー
ズ度」）として捉え、ニーズ度の上位項目を整理す
ると、安全・安心な市民生活、働く場の確保、子育
てなどに関するニーズ度が高いことが示されます。

（表６参照）。
   なお、同アンケート調査における暮らしの最
適化条件の重要度（平均 4.14 ポイント）と満足
度（平均 3.12 ポイント）を表した散布図は、図
１２及び表７のとおりです。

暮らしに関する市民ニーズ4

表６ 市民ニーズ度の上位１５項目

順位 項目 暮らしの最適化条件 ニーズ度 （重要度） （満足度）
１ １２ 老後が不安なく暮らせること １．９３ ４．６２ ２．６９
２ ３２ 農業の担い手がいること １．８４ ４．２１ ２．３７
３ ３３ みんなが自分のやりたい仕事ができること １．８１ ４．０６ ２．２５
４ ２１ 急病の時に病院に行きやすいこと １．６６ ４．６９ ３．０３
５ ２２ 交通の便がよく、移動がしやすいこと １．６４ ４．５２ ２．８８
６ ３１ 働く場があること １．５８ ４．３７ ２．７９
７ ３４ 子育てしながらでも安心して働くことができること １．５５ ４．３８ ２．８３
８ １３ 子ども達が不安なく暮らせること １．５２ ４．６２ ３．１０
９ ４０ 必要な情報がわかりやすく伝わること １．３７ ４．２２ ２．８５

１０ ６ 地域に安心できる防災の仕組みがあること １．３２ ４．４３ ３．１１
１１ ２８ 子ども達の体力・学力が向上していること １．３１ ４．１４ ２．８３
１２ ２０ 交通安全が保たれていること １．２６ ４．６０ ３．３４
１３ ４３ 必要な時に欲しい情報が得られること １．２４ ４．０６ ２．８２
１４ ３５ 市の特色を活かした産業があること １．２３ ４．０４ ２．８１
１５ １９ 安心して子育てができること １．２２ ４．５２ ３．３０

図１２ ‐ １  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（全体）

囲み内を拡大した散布図は、次ページ図１２ー２のとおり
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番号 暮らしの最適化条件 番号 暮らしの最適化条件
１ 自然環境に配慮する取組が行われていること ２４ 市役所の仕事は信頼できること
２ 自然とふれあえる環境があること ２５ 自ら学んだり、取り組める環境があること
３ 市に豊かな自然がたくさん残っていること ２６ 子ども達が生き生きとしていること
４ みんなで地域の夢の実現のために取り組むことができること ２７ 自分の夢の実現のため取り組むことができること
５ 隣近所とのつきあいがあること ２８ 子ども達の体力・学力が向上していること
６ 地域に安心できる防災の仕組みがあること ２９ 地域と学校との間で交流があること
７ 家族がお互いに支え合っていること ３０ スポーツに親しむ機会があること
８ ボランティアやＮＰＯ活動が活発であること ３１ 働く場があること
９ 地域の中に支え合う仕組みがあること ３２ 農業の担い手がいること
１０ 市に犯罪がないこと ３３ みんなが自分のやりたい仕事ができること
１１ 心身ともに元気で暮らせること ３４ 子育てしながらでも安心して働くことができること
１２ 老後が不安なく暮らせること ３５ 市の特色を活かした産業があること
１３ 子ども達が不安なく暮らせること ３６ 地場産品が広く販売されていること
１４ 一人一人の個性が尊重されていること ３７ 伝統・文化が受け継がれていること
１５ 高齢者が自ら率先して活躍していること ３８ 伝統・文化や芸術に親しむ機会があること
１６ 健康や介護などが学べる「場」があること ３９ チャグチャグ馬コの知名度が活かされていること
１７ かかりつけの病院があること ４０ 必要な情報がわかりやすく伝わること
１８ 放課後の子どもの居場所があること ４１ 同じ目的を持った人との交流があること
１９ 安心して子育てができること ４２ 地域間での交流があること
２０ 交通安全が保たれていること ４３ 必要な時に欲しい情報が得られること
２１ 急病の時に病院に行きやすいこと ４４ 人々が集まり活動できる場所があること
２２ 交通の便がよく、移動がしやすいこと ４５ 地域や世代を超えて市全体がつながっていること
２３ ずっと住みたいと思える市であること

図１２ ‐ ２  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（一部拡大）図１２ ‐ ２  暮らしの最適化条件の重要度及び満足度の散布図（一部拡大）

表７ 暮らしの最適化条件４５項目一覧
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めざす地域の姿１　岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール６）／安全な水とトイレを世界中に
【取組の着眼点】安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体
の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自
治体の大事な責務です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール７）／エネルギーをみんなにそしてクリーンに
【取組の着眼点】公共建築物に対して率先して省エネや再エネを活用したり、住民が再省エネ対策を推
進するのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増
やすことも自治体の大きな役割といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１２）／つくる責任つかう責任
【取組の着眼点】環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを
推進するためには住民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや３Ｒの徹底など、住
民対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１３）／気候変動に具体的な対策を
【取組の着眼点】気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の
温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行
うことが求められています。

表８　めざす地域の姿及びＳＤＧｓ目標（ゴール）との関連

（一覧表は 140 ページ）

第２章　計画付属資料

市域全体計画に係る分野別計画及び実施計画1
１ 分野別計画 2 実施計画

 各部門の計画において、他の部門との連携により
展開する計画は「分野別計画」として記載していま
す。
　分野別計画は、総合計画の趣旨を計画に反映させ
ることを義務付けるほか、今後計画を策定又は見直
しをする場合は、  可能な限り計画期間を総合計画と
一致させることとします。

 各施策において、同一部門内の他の施策との連携
により展開する計画を「実施計画」として記載して
います。
　実施計画においても、総合計画の趣旨を反映させ
ることに努めるほか、今後計画を策定又は見直しす
る場合は、可能な限り計画期間を総合計画と一致さ
せることとします。

めざす地域の姿及びＳＤＧｓ目標（ゴール）との関連2
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めざす地域の姿３　保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
特に関連する部門：健康こども部門、福祉部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１）／貧困をなくそう
【取組の着眼点】自治体行政は貧困に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自
治体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援
策が求められています。

ＳＤＧｓ目標（ゴール３）／すべての人に健康と福祉を
【取組の着眼点】住民の健康維持は自治体の健康福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の
健康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要である
という研究も報告されています。

めざす地域の姿４　地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１１）／住み続けられるまちづくりを
【取組の着眼点】包摂的で、安全、レジリエント（強靭性）で持続可能なまちづくりを進めることは首
長や自治体行政職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で
自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。

めざす地域の姿２　みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール１６）／平和と公正をすべての人に
【取組の着眼点】平和で公正な社会をつくる上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多く
の住民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１７）／パートナーシップで目標を達成しよう
【取組の着眼点】自治体は公的 / 民間セクター、住民、ＮＰＯ等の多くの関係者を結び付け、パートナー
シップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協
力関係を築くことは極めて重要です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１４）／海の豊かさを守ろう
【取組の着眼点】海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発
生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海部のまちだけではなく、すべて
の自治体で汚染対策を講じることが重要です。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１５）／陸の豊かさも守ろう
【取組の着眼点】自然体系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有すると
いえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自
治体、その他関係者との連携が不可欠です。

めざす地域の姿５　学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
特に関連する部門：教育文化部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール４）／質の高い教育をみんなに
【取組の着眼点】教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に
大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校生活と社会教育の両面におけ
る自治体行政の取組は重要です。

策が求められています。
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めざす地域の姿８　年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
特に関連する部門：市民環境部門、都市基盤部門、政策支援部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール５）／ジェンダー平等を実現しよう
【取組の着眼点】自治体による女性や子ども等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自治体
行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の
割合を増やすのも重要な取組といえます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール１０）／人や国の差別をなくそう
【取組の着眼点】差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少
数意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

【取組の着眼点】…国の関係各省庁が参考資料として示している「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開
発目標）－導入のためのガイドライン―（２０１８ 年３月版（第２版）」（自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会編
集）に記載されている国際的な地方自治体の連合組織であるＵＣＬＧ （United Cities and Local Governments）
が示した内容を日本語訳したものを取組の着眼点として記載したもの。

めざす地域の姿７　歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
特に関連する部門：教育文化部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール４）／質の高い教育をみんなに
【取組の着眼点】教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に
大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校生活と社会教育の両面におけ
る自治体行政の取組は重要です。

めざす地域の姿６　地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
特に関連する部門：経済産業部門

ＳＤＧｓ目標（ゴール２）／飢餓をゼロに
【取組の着眼点】自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産業などの食糧生産の支援
を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農
業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

ＳＤＧｓ目標（ゴール８）／働きがいも経済成長も
【取組の着眼点】自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に積極的に関与
することができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善
することも可能な立場にあります。

ＳＤＧｓ目標（ゴール９）／産業と技術革新の基盤をつくろう
【取組の着眼点】自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の
活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを創出するこ
とにも貢献することができます。
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第３章　総合計画策定関係資料

第２次滝沢市総合計画策定の経過1
令和３年度

１０月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１回）（策定方針について）
１０月２６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２回）（基本構想骨子案について）

１１月９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３回）（基本構想骨子案について）
１１月１６日 令和３年度第２回総合計画審議会（策定方針について）
１１月３０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４回）（基本構想案（総合計画が目指す状態）について）
１２月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第５回）（基本構想案（人口推計・ＡＩ分析）について）

１月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第６回）（基本構想案（持続可能性の捉え方）について）
１月３１日 総合計画策定に関する研修会として、京都大学こころの未来研究センター内田由紀子教授による講演

２月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第７回）（基本構想本文案について）
３月１５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第８回）（基本構想本文案について）

令和４年度
４月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第９回）（基本構想案（土地利用の基本方針）について）
４月２２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１０回）（基本構想案（広域連携）について）
４月２８日 総合計画策定に係る勉強会（講師：京都大学人と社会の未来研究院内田由紀子教授）
５月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１１回）（政策提言ＡＩシミュレーション結果の共有）

６月６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１２回）（市域全体計画の策定について）
６月１６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１３回）（市域全体計画部門別計画策定の手引きの共有）
６月２３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１４回）（市域全体計画重点プロジェクト案について）
６月３０日 令和４年度第１回総合計画審議会（第２次滝沢市総合計画について）
７月１２日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画策定状況について）
７月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１５回）（市域全体計画政策案について）
７月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１６回）（市域全体計画政策案について）
８月１０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１７回）（市域全体計画政策案について）
８月２４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１８回）（市域全体計画案（土地利用に関する計画）について）

９月５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第１９回）（市域全体計画案（政策内施策案）について）
９月１６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２０回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
９月２９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２１回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）

１０月１１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２２回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
１０月１３日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会説明（基本構想素案）
１０月２５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２３回）（市域全体計画案について）
１０月２７日 令和４年度第２回総合計画審議会（基本構想案について）

１１月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２４回）（市域全体計画案（施策及び事務事業の整理）について）
１２月１５日 市議会全員協議会説明（第１次滝沢市総合計画期間の延長について）

１月１７日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２５回）（総合計画期間の延長について）
１月３０日 市議会全員協議会説明（総合計画期間の延長等について）

２月７日 令和４年度第３回総合計画審議会（第１次滝沢市総合計画期間の延長について）
２月８日 滝沢市議会において第１次滝沢市総合計画期間の延長等議案審議

３月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２６回）（総合計画策定方針案について）
３月２８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２７回）（総合計画策定方針案について）
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令和５年度
４月４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２８回）（総合計画策定指針案について）

４月１１日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画策定指針について）
５月９日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市内各小中学校ＰＴＡ会長）【１０人】

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市商工会女性部）【１０人】
５月１０日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（県立盛岡農業高校）【１０人】
５月１７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（株式会社ミクニ）【１０人】
５月１８日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（株式会社やまびこ）【９人】
５月１９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第２９回）（基本構想骨子案について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立第二中学校）【８人】
５月２３日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（盛岡大学・盛岡短期大学部）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市放課後児童クラブ連絡協議会）【１１人】
５月２５日 令和５年度第１回総合計画審議会（総合計画期間の延長、基本構想策定指針、基本構想骨子について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市地域婦人協議会）【１４人】
５月２６日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市商工会青年部）【１７人】
５月２７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（岩手県隊友会滝沢支部）【１７人】

６月１日 広報たきざわ６月号「第２次滝沢市総合計画策定に向けて」記事掲載
６月２日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立姥屋敷中学校）【７人】
６月５日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立滝沢中学校）【８人】
６月８日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（東部地域づくり懇談会）【２４人】

６月１３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３０回）（基本構想案について）
６月１５日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（県立盛岡北高）【９人】
６月１９日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画の策定状況について）
６月２０日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市内各小学校児童）【９人】
６月２１日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立柳沢中学校）【１０人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（大沢地域づくり推進協議会）【２３人】
６月２３日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（岩手県立大学）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（上の山自治会）【２５人】
６月２４日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（篠木地域づくり懇談会）【２４人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（鵜飼地域づくり推進委員会）【３３人】
６月２５日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（姥屋敷いきいき２１推進委員会）【１２人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（やなぎさわ地域づくり懇談会）【１２人】
６月２６日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（３回開催）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立一本木中学校）【５人】
６月２７日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（１回開催）
６月２８日 第２次滝沢市総合計画策定に係る市長講話及び職員説明会（２回開催）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市教育・保育施設長会議）【１６人】
７月２日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（大釜地域づくり推進会）【３１人】
７月４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３１回）（基本構想案及び政策体系案について）
７月７日 総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市立滝沢南中学校）【４人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（室小路地域づくり懇談会）【１７人】
７月８日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（小岩井自治会）【１６人】

総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（元村地域自治会連絡協議会）【２４人】
７月１１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３２回）（基本構想案及び政策体系案について）
７月１３日 総合計画策定に係る懇談会（出前講座）（川前地区保健推進員）【１３人】
７月１５日 総合計画策定に係る懇談会『市政懇談会』（滝沢ニュータウン自治会）【４４人】
７月１８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３３回）（基本計画案について）
７月２５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３４回）（基本計画案について）

総合計画策定に係る懇談会『市長と話そう』（市手をつなぐ育成会）【９人】
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８月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３５回）（新たな視点の追加について）
８月８日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３６回）（基本構想及び基本計画本文案について）

８月２１日 令和５年度第２回総合計画審議会（基本構想素案について）
８月２２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３７回）（第１次総合計画評価書案及び部門別計画進捗の共有）
８月２８日 市議会全員協議会説明（第２次滝沢市総合計画基本構想素案について）
８月３０日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３８回）（第１次総合計画評価書案及び部門別計画進捗の共有）

９月１日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第３９回）（部門別計画案について）
９月５日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４０回）（部門別計画案について）

９月１９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４１回）（部門別計画案について）
９月２６日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４２回）（基本計画案の共有）
９月２９日 第２次滝沢市総合計画策定に係る副市長講話及びグループディスカッション（２回開催）
１０月２日 第２次滝沢市総合計画策定に係る副市長講話及びグループディスカッション（１回開催）
１０月３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４３回）（部門別計画案について）
１０月５日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１０月６日 令和５年度第３回総合計画審議会（基本構想素案及び基本計画素案について）

１０月１２日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４４回）（部門別計画案について）
１０月１６日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（基本構想素案について）
１０月２３日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４５回）（部門別計画案について）
１０月２４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（基本計画素案について）

１１月１日 広報たきざわ１１月号「第２次滝沢市総合計画を策定しています」記事掲載
１１月８日 令和５年度第４回総合計画審議会（基本計画素案、部門別計画案及び第１次滝沢市総合計画の評価）

１１月１４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査（部門別計画及び地域別計画について）
１１月１６日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１１月２４日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１１月２９日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４６回）（第２次滝沢市総合計画案について）

１２月５日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査
１２月１２日 市議会第２次滝沢市総合計画調査特別委員会調査報告書提出
１２月１４日 第２次滝沢市総合計画策定本部会議（第４７回）（第２次滝沢市総合計画案について）
１２月１５日 パブリックコメント（～１月１０日まで）
１２月２１日 総合計画審議会会長に対し第２次滝沢市総合計画（案）を諮問

令和５年度第５回総合計画審議会（答申案の検討）
１月１１日 総合計画審議会会長から第２次滝沢市総合計画（案）に対する答申
１月１６日 パブリックコメント実施結果公表（１人から５項目の意見の提出。市の考えをホームページで公表）
１月１７日 庁議（第２次滝沢市総合計画案について）

２月９日 令和６年市議会定例会２月会議において第２次滝沢市総合計画基本構想議案可決
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関係例規

１ 滝沢市自治基本条例

2  

      滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号）

目次
   前文
   第１章　総則（第１条―第３条）
   第２章　理念及び原則（第４条―第６条）
   第３章　協働による地域づくり（第７条・第８条）
   第４章　地域づくりの推進（第９条―第１２条）
   第５章　地域コミュニティの運営（第１３条―第１５条）
   第６章　行政運営の原則（第１６条―第２１条）
   第７章　議会運営の原則（第２２条―第２４条）
   第８章　危機管理体制及び地域づくりにおける連携（第２５条・第２６条）
   第９章　権利及び責務（第２７条―第３０条）
   第１０章　公正及び信頼の確保（第３１条―第３３条）
   第１１章　条例の実効性の確保等（第３４条―第３６条）
   附則
   滝沢市は秀峰岩手山の裾野に位置し、東には北上川、南には雫石川が流れる自然豊かな地域です。また、県都盛岡市に隣接し、
複数の大学が存在しており、国や県の試験研究機関が集まっている一帯では、研究学園地域としての姿が見られます。
   また、豊かな自然と先人たちが培ってきた産業、そして「日本一人口の多い村」としての村政１２４年の歴史と、チャグチャ
グ馬コに代表される様々な文化があります。
   私たちには、このことに誇りを持ち、それらを財産とし、未来を担う子どもたちが「このまちが大好き」「ここに住んでよかっ
た」と思える故郷を築き、次の世代に引き継いでいくことが求められています。
   そのため、思いやりのある社会、そしてみんなが幸せに暮らせる地域を創造し、「住民自治日本一」をめざして市民主体の地
域づくりを進めるとともに、夢のある地方自治を、市民・行政・議会の協働により推進していかなければなりません。
   これらを実現するため、私たちは日本国憲法に掲げる地方自治の本旨に基づき、自治の理念と普遍の原則を定めた、滝沢市
自治基本条例を制定します。
          第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を実現するため、滝沢市の自治に関する基本原則を明らかに

するとともに、地域づくりの推進に関する原則、制度等を定め、住民自治の深化を図ることを目的とします。
     （定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

（１）市民　次のいずれかに該当する者をいいます。
      ア　本市に住所を有する者
      イ　本市に居住し、通勤し、又は通学する者
      ウ　本市で公益性を有する活動を行う者

（２）市　市長その他の執行機関をいいます。
（３）市政　行政及び議会の運営をいいます。
（４）協働　市民、市及び議会がそれぞれの役割及び責任を持ち、対等な立場で協力して行動することをいいます。
（５）地域づくり　地域が抱えている課題を解決し、暮らしやすい地域を実現するための取組をいいます。
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（６）参加　市民が、市政又は地域づくりに関わり、意見を表明し、及び行動することをいいます。
（７）地域コミュニティ　自治会及び公益性を有する活動を行うもの並びにこれらを含む総体をいいます。
      （条例の位置付け）
第３条　この条例は、滝沢市の自治に関する最高規範であり、個別の条例及び規則の制定等又は総合計画等各種計画の策定に

当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
２　市及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の制定その他必要な措置を講ずるものとします。
３　市民、市及び議会は、この条例に定める事項を相互に関連付けることにより、より効果的に活用し、住民自治の深化を図

るものとします。
          第２章　理念及び原則
     （市民憲章）
第４条　市民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定めます。
   滝沢市民憲章
      岩手山のふもと、鈴の音響くふるさと滝沢で、わたしたちは
      一人一人が大きな夢をいだきます。
      地域の絆と支えあいを築きます。
      楽しみ、よろこび、生きがいを見つけます。
      健康で心豊かな生活をめざします。
      未来に輝く子どもたちを育てます。
     （めざす地域の姿）
第５条　市民、市及び議会は、次に掲げる地域の実現に努めます。

（１）岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域
（２）みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域
（３）保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地域
（４）地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、安全・安心に暮らせる地域
（５）学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯にわたって学べる地域
（６）地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域
（７）歴史・伝統を守り、文化を創造する地域
（８）年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域
     （基本原則）
第６条　市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基づき、地域づくりを進めます。

（１）自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。
（２）市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。
（３）協働による地域づくりを推進します。
（４）市政及び地域の情報は、互いに共有します。
       第３章　協働による地域づくり
     （協働による地域づくり）
第７条　市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、前条第３号に規定する基本原則に基づき、協働により推進す

るものとします。この場合において、必要に応じて協定等を締結し、役割等を定めるものとします。
     （協働における役割）
第８条　市民は、地域づくりの担い手であることを自覚し、自らの活動による地域づくりの推進に努めるものとします。
２　市民は、積極的に市政に参加し、行政及び議会とともに地域づくりの推進に努めるものとします。
３　市は、市民の主体性、自主性及び自立性を尊重し、その活動を積極的に支援するとともに地域づくりを具体的に推進する

ため、総合計画等各種計画の策定、制度等の整備に努めるものとします。
４　議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に定める議会の権限を最大限に行使し、市民を代表する意思決定機関と

して行政運営を監視し、評価し、市民の意見を行政の政策に反映させるよう努めるものとします。
           第４章　地域づくりの推進
      （総合計画）
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第９条　市長は、第５条に掲げる、めざす地域の姿を踏まえ、総合的かつ計画的な地域づくりを推進するため、滝沢市の最上
位計画として基本構想、基本計画及び実行計画を内容とする総合計画（以下「総合計画」といいます。）を策定し、その実現
を図るものとします。

２　総合計画を策定する場合は、市民が参加できる方法を用いるものとし、その意見を当該計画に反映するものとします。
３　基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
４　市が行う政策は、総合計画に基づくものとします。
５　市長は、総合計画を展開し、その進捗状況を公表するものとします。
６　市長は、社会経済情勢の大きな変化及び第１７条第２項に規定する行政評価による見直しを踏まえ、必要に応じて総合計

画の見直しを行うものとします。
      （情報共有等）
第１０条　市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、第６条第４号に規定する基本原則に基づき、情報を共有し

て推進するものとします。この場合において、市及び議会は、市政に関する情報について、市民に対し積極的かつ丁寧な説
明を行う責任を負うものとします。

２　市及び議会は、個人に関する情報を適正に管理し、保護しなければなりません。
３　市は、個人に関する情報の保護及び行政情報の公開に関する手続その他の必要な事項について、別に条例を定めるものと

します。
      （市政参加等）
第１１条　市及び議会は、市政について、市民の多様な参加の機会を設けるとともに、意見及び提案を求め、これを反映する

よう努めるものとします。
２　市は、市民が市政に参加するに当たり、男女共同参画社会の形成等に配慮し、誰もが参加しやすい環境を整備するよう努

めるものとします。
３　市及び議会は、子ども（１８歳未満の市民をいいます。）が意見を表明できる機会を、積極的に設けるよう努めるものとし

ます。
４　市民は、市及び議会が設ける多様な参加の機会を活用し、積極的に自治の主体として発言し、及び行動するよう努めるも

のとします。
５　市民は、公益的な観点から、市及び議会に対し市政に関する提案を行うことができるものとします。
６　市及び議会は、前項の提案があった場合は、公開を原則とした審査を実施し、有益であると認められる提案については、

その実現に向けて適切な措置を講ずるものとします。
７　市は、市民の市政参加に関する手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
      （住民投票）
第１２条　市長は、市政に関わる重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施できるものとします。
２　市民、市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとします。
３　市は、住民投票の市長への実施請求及び実施に係る手続その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
           第５章　地域コミュニティの運営
      （地域コミュニティ活動）
第１３条　地域コミュニティは、それぞれの特性を活かすとともに、連携し、協力して地域の共通課題の解決を図り、地域づ

くりを推進するものとします。
２　地域コミュニティは、地域の将来像を自ら考え、その課題の解決に向けて取り組むよう努めるものとします。
３　地域コミュニティは、その活動に各世代の市民が参加できる機会を設けるとともに、体験を通して地域の将来を担う人材

を育成するよう努めるものとします。
      （運営の原則）
第１４条　本市に居住する者は、地域コミュニティを構成する各種団体（以下「各団体」といいます。）に積極的に加入し、そ

の活動に参加するものとします。
２　本市に通勤し、又は通学する者は、各団体の活動に積極的に参加し、地域づくりに関わるものとします。
３　地域コミュニティは、効率的な活動を行うため、各団体の相互で活動内容その他の情報を共有するよう努めるものとします。
４　地域コミュニティは、その活動の活性化を図るため、各団体の相互で評価を実施し、その結果を共有してその後の活動に

反映させるよう努めるものとします。
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      （条例の制定）
第１５条　市は、地域コミュニティの活力が最大限に発揮されるよう、その役割その他必要な事項について、別に条例を定め

るものとします。
           第６章　行政運営の原則
      （財政運営の原則）
第１６条　市は、健全な財政運営に努めるものとします。
２　市は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報並びに将来の財政の見通しを公表するものとします。
      （行政評価）
第１７条　市は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため、政策、施策その他行政の運営に関する事項について行政評価を実

施するものとします。
２　市は、前項の行政評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを総合計画の進行管理等及び予算の編成等に反映させ

るものとします。
３　市は、第１項の行政評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、行政評価の結果を公表するものとします。
      （自治立法権の行使による政策実現）
第１８条　市は、行政運営上の課題解決を図るため、法令等の自主的かつ適正な解釈及び運用のもと、関係法令との整合性を

図り、自治立法権の積極的な行使により、政策の実現に努めるものとします。
      （行政組織）
第１９条　市は、行政組織を整備し、行政運営上の課題等に迅速に対応するものとします。
      （審議会等）
第２０条　市は、法令等の規定により設置する附属機関及び必要に応じて設置する審議会等の委員を選任する場合は、識見を

有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとします。
２　市は、会議及び会議録を公開しなければなりません。ただし、市長が公開することが適当でないと認める場合は、その限

りでありません。
      （行政運営等に関する条例）
第２１条　市は、行政の機能、役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとします。
           第７章　議会運営の原則
      （議会運営の原則）
第２２条　議会は、市民に開かれた議会運営を行うよう努めるものとします。
２　議会は、政策立案機能の充実を図るとともに、自治立法活動、調査活動等を行うものとします。
      （議会評価）
第２３条　議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動その他議会の運営に関する

事項について議会評価を実施するものとします。
２　議会は、前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとします。
３　議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるとともに、議会評価の結果を公表するものとします。
      （議会の運営等に関する条例）
第２４条　議会は、議会の機能、役割その他必要な事項について別に条例を定めるものとします。
           第８章　危機管理体制及び地域づくりにおける連携
      （危機管理体制の確立）
第２５条　市は、個人の生命、身体及び財産を保護するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理体

制の確立を図らなければなりません。
２　市は、前項の目的を達成するため、広域的な視点から近隣自治体との連携強化に努めるものとします。
３　地域コミュニティは、災害等の発生時において、自主的かつ主体的に避難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協

力して対処することができるよう日頃から地域での信頼及び交流関係を築くよう努めるものとします。
４　市は、前項における地域コミュニティの活動に対し、必要な情報を提供するなど積極的に支援するものとします。
      （地域づくりにおける連携等）
第２６条　市民、市及び議会は、大学、研究機関、企業等と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努

めるものとします。
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２　市民、市及び議会は、国及び他の自治体と連携し、協力し、地域づくりの共通課題の解決に努めるものとします。
３　市民、市及び議会は、市外の人々と連携し、その見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。
４　市民、市及び議会は、国際交流の推進に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立った地域づくりを推進するものとし

ます。
           第９章　権利及び責務
     （市民の権利及び責務）
第２７条　市民は、市政に参加する権利を有するとともに、自治の主体としてその発言及び行動に責任を持ち、積極的に市政

に参加するよう努めるものとします。
２　市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、自らも積極的に市政に関する情報を入手するよう努めるものと

します。
３　市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスの提供を受ける権利を有するとともに、納税等の義務を負うものと

します。
４　市民は、法令の定めるところにより選挙権を有するとともに、自治の主体として最大限その権利を行使するよう努めるも

のとします。
      （市長の責務）
第２８条　市長は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、行政運営に関する基本方針を毎年度策定し、公表し、

その方針に基づいて職務を遂行しなければなりません。
２　市長は、職員の能力向上に努めるとともに、適切に指揮監督し、行政運営を行わなければなりません。
３　市長は、選挙公約を総合計画に反映させるよう努めるものとします。
      （市議会議員の責務）
第２９条　議員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、常に市民全体の利益を優先し、職務を遂行しなけ

ればなりません。
２　議員は、自らの考えを明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めるもの

とします。
      （市職員の責務）
第３０条　職員は、法令等を遵守し、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
２　職員は、行政運営上の課題等に的確に対応するため、積極的に知識、技能等の習得に努めるものとします。
３　職員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、市民との対話を図るとともに、地域コミュニティの一員

として、自らも積極的に地域づくりの活動に参加するよう努めるものとします。
         第１０章　公正及び信頼の確保
      （行政手続）
第３１条　市は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、市民の権利利益を保護するとともに、透明で公正かつ公平な

行政手続を確保しなければなりません。
      （倫理）
第３２条　市長及び議会は、政治倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
２　市長は、公務員倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を図らなければなりません。
      （公益通報等）
第３３条　市長は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の規定及び同様の取扱いに対する公益通報（以下「公益

通報」といいます。）を受ける体制を整備しなければなりません。
２　市は、市民からの意見、要望等（以下「意見等」といいます。）を受けた場合は、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講ず

るものとします。
３　市及び議会は、公益通報又は意見等を行った者に対し、それを理由とする不利益な取扱いを一切してはなりません。
４　市は、公益通報及び意見等の処理に係る手続その他必要な事項について、別に条例等を定めるものとします。
           第１１章　条例の実効性の確保等
      （条例の運用状況の調査等）
第３４条　市民、市長、議員及び職員は、この条例を遵守し、地域づくりを推進するものとします。
２　市長は、この条例の運用状況の調査及び検討を毎年行い、その結果を公表するものとします。
３　市長は、前項の規定による調査及び検討の結果を踏まえ、適切な措置を講ずるものとします。
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      （条例の検証等）
第３５条　市長は、別に条例で定めるところにより、滝沢市自治基本条例検証委員会（以下「委員会」といいます。）を設置す

るものとします。
２　委員会は、この条例の運用状況及びこの条例に基づく地域づくりに関して、市長に提言できるものとします。
３　委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、地域づくりを推進するために解決すべき課題、必要な措置

等を検討し、その結果を市長に答申するものとします。
４　市長は、委員会の答申又は提言を尊重し、その内容を公表するものとします。
      （条例の見直し）
第３６条　市長は、前２条の規定によりこの条例の見直しを行う場合は、多様な方法を用いて、市民の意見及び提案を求める

よう努めるものとします。
           附　則
    この条例は、平成２６年４月１日から施行します。

2 滝沢市地域コミュニティ基本条例

         滝沢市地域コミュニティ基本条例（平成２８年滝沢市条例第２号）
目次
   第１章　総則（第１条・第２条）
   第２章　地域づくりの原則（第３条―第５条）
   第３章　地域コミュニティの活動（第６条・第７条）
   第４章　地域づくりの推進（第８条―第１０条）
   附則
          第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号。以下「自治基本条例」という。）第１５条の規定に

基づき、市民主体の地域づくりに関する基本的事項を定め、市民一人一人が地域活動を行い、地域内の様々な団体と連携し、
地域づくりを推進することを目的とする。

     （用語）
第２条　この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
       第２章　地域づくりの原則
     （基本原則）
第３条　市民は、住みよい環境づくり及び安全・安心な地域を維持するため、地域づくりを実践する者としての自覚を持ち、

行動するものとする。
２　地域づくりは、市民の主体的な取組が尊重されるものとする。
３　地域づくりは、協働により推進するとともに、市民及び地域コミュニティの連携により行うものとする。
     （市民の責務）
第４条　市民は、地域づくりの推進及び災害時に備えた活動のため、日頃から交流を大切にし、人と人とのつながりを広める

よう努めるものとする。
２　市民は、地域づくりの主体として行動し、自主的に地域づくりに努めるものとする。
３　市民は、自治会、企業、ＮＰＯ法人等の公益性を有する活動を行う団体（以下「地域コミュニティ団体等」と総称する。）

の活動に参加し、地域づくりを推進するよう努めるものとする。
４　市民は、市が行う地域づくりを推進するための施策について、その内容に関心を持ち行動するよう努めるものとする。
     （市政への参加の推進）
第５条　市民は、市及び議会が行う懇談会に積極的に参加するとともに、各種計画策定その他市政に関する施策に協力するも

のとする。
２　市民は、地域づくりの主体として発言及び行動に責任を持ち、市政に関する提案ができるものとする。
３　市民は、地域づくりを推進するに当たり、市へその支援を要請することができるものとする。
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          第３章　地域コミュニティの活動
     （情報の共有等）
第６条　地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する情報を共有するとともに、地域の活動及び地域づくりに関する情報

を市へ求めることができるものとする。
２　地域コミュニティ団体等は、地域づくりに関する学習会及び地域づくりの担い手の育成の機会を設け、市民に参加を促す

ものとする。
     （地域コミュニティ団体等の役割）
第７条　地域コミュニティ団体等は、市民へ積極的な参加を呼び掛けながら、それぞれが協力し合い、地域づくりを推進する

ものとする。
２　地域コミュニティ団体等は、それぞれを尊重し、地域づくりを推進するとともに、各世代の市民が参加できる活動を行う

ものとする。
          第４章　地域づくりの推進
     （地域別計画）
第８条　地域コミュニティ団体等は、連携し、市民主体の地域づくりの推進を目指して、地域ごとに課題解決及び幸せづくり

を目的とした計画（以下「地域別計画」という。）を策定するものとする。
２　地域別計画は、目指す地域の姿及び地域の情報等から構成され、その期間は８年とする。
     （地域づくり懇談会）
第９条　地域活動の特性を踏まえ、地域コミュニティ団体等で構成する地域づくりを推進するための組織（以下「地域づくり

懇談会」という。）は、地域コミュニティ団体等による相互理解及び連携により組織し、地域づくりの推進を目的に運営する
ものとする。

     （地域づくり懇談会の役割）
第１０条　地域づくり懇談会は、地域別計画を推進するため定期的に情報交換を行い、地域づくりを進めるものとする。
２　地域づくり懇談会は、総合計画をはじめとする市の施策に関する情報を共有するものとする。
３　地域づくり懇談会は、地域づくりに関する市民からの提案等を地域別計画に活かすとともに、地域別計画が、市民に広く

理解されるよう努めるものとする。
４　地域づくり懇談会は、地域別計画の推進状況を検証し、及び評価し、地域づくりに反映させるものとする。
５　地域づくり懇談会は、地域づくりの推進状況を検証し、その内容を市へ提案するとともに、地域づくりに関する支援要請

を市へ行うことができるものとする。
           附　則
    この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。

3 滝沢市議会基本条例

          滝沢市議会基本条例（平成２５年滝沢村条例第４１号）
目次
    前文
    第１章　総則（第１条・第２条）
    第２章　議会と議員の活動原則（第３条―第５条）
    第３章　市民と議会の関係（第６条―第１１条）
    第４章　市長等と議会の関係（第１２条―第１６条）
    第５章　会議の運営（第１７条―第１９条）
    第６章　会派及び議員連盟（第２０条・第２１条）
    第７章　議会支援機能の充実（第２２条―第２５条）
    第８章　政務活動費（第２６条）
    第９章　議会及び事務局の体制整備（第２７条―第３０条）
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    第１０章　議員の政治倫理並びに定数及び報酬（第３１条―第３３条）
    第１１章　危機管理（第３４条）
    第１２章　議会の評価と議会改革の推進（第３５条・第３６条）
    第１３章　最高規範性及び見直し手続（第３７条・第３８条）
    第１４章　補則（第３９条）
    附則
   わが国は、地方分権の進展とともに地方が独自に物事を決める時代へと移ってきています。
これからは、市民の意思を市政に反映するため「全体的な視点」で「調整と統合」を重視する地方政治を築いていかなければ
なりません。
   地方議会は、二元代表制の下、地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を十分に発揮しながら、日本国憲法に定め
る議事機関として地方自治の本旨の実現をめざさなければなりません。
   滝沢市議会は、滝沢市民によって選ばれた議員で構成し、市民の意思を代弁する合議制機関であります。
議会は、与えられた権限を自覚し議決責任や説明責任を再認識しつつ、議員間討議を繰り返して問題の本質を掘り起こし、統
合度の高い意思決定を行わなければなりません。
   議会は、市民の福祉向上のため市民との協調の下、まちづくりを推進していく必要があるため、開かれた議会、市民ととも
に歩む議会、行動する議会をめざし地域経営の仕組みのひとつとしてここに滝沢市議会基本条例を定めます。
           第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、二元代表制の下、市民と議会及び市長と議会との関係並びに議会活動の基本原則を定めることにより、

議事機関である議会が市民の負託に応え、市の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
     （定義）
第２条　この条例において「市民」とは、市内に住所を有するもの及び市内で活動を行うものをいう。
          第２章　議会と議員の活動原則
     （議会の活動原則）
第３条　議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

（１）市民に信頼される議会をめざし、公正で透明な議会運営に努めること。
（２）市民の多様な意見を反映させるための議会運営に努めること。
（３）市民への積極的な情報公開に努め、議会の議決責任を果たすこと。
（４）市民の立場に立ち、市政の監視及び評価の強化に努めること。
（５）市民の多様な意見を把握し、政策立案及び政策提言に努めること。
（６）市民の参加意欲が高まるように、分かりやすい議会運営に努めること。
     （議員の活動原則）
第４条　議員は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

（１）議会が議論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
（２）市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんにより、市民の代表

としてふさわしい活動をすること。
（３）議会の構成員として、一部の団体又は地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上をめざして活動すること。
      （通年議会）
第５条　議会は、前２条に掲げる活動原則を達成するため、会期を通年とする。
２　通年議会に関し必要な事項は、別に定める。
           第３章　市民と議会の関係
     （情報公開と市民参加）
第６条　議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分果たさなければならない。
２　議会は、本会議を始め全ての会議を原則として公開するものとする。
３　議会は、本会議、委員会等終了後、速やかに議事録を作成し、公開するものとする。
４　議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市民、学識経験者等の専門的、

政策的意見等を討議に反映させるものとする。
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５　議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、その審議においては、必要に応じ、提案者の意見を聴く機会を
設けるものとする。

     （広聴広報活動の充実及び市民との連携）
第７条　議会は、多くの市民が議会及び市政に関心が持て、理解が得られるよう、議会広報誌の発行及び多様な広報媒体を活

用した広聴広報活動に努めるものとする。
２　議会は、市民、市民団体等との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策提言

の拡大に努めるものとする。
     （市民議会）
第８条　議会は、多くの市民が参加できる場として、市民議会の開催に努めるものとする。
２　市民議会に関し必要な事項は、別に定める。
     （議会報告会）
第９条　議会は、市民の参加を高め、連携を深める場として、議会報告会を年１回以上開催し、広く市民に議会の活動状況を

報告するとともに意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。
２　議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。
     （市民懇談会）
第１０条　議会は、市民団体と議員とが自由に情報及び意見を交換する場として、市民懇談会を開催するものとする。
２　市民懇談会に関し必要な事項は、別に定める。
      （政策討論会）
第１１条　議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対し、共通認識及び合意形成を図り、政策立案及び政策提言を推進す

るため市民を対象とした政策討論会を開催することができる。
２　政策討論会に関し必要なことは、別に定める。

  第４章　市長等と議会の関係
   （市長等との関係の基本原則）

第１２条　市民の直接選挙で選ばれた議員により構成される議会と市長は、それぞれの特性を活かし、緊張関係を維持しながら、
政策をめぐる論点及び争点を明確にし、競い合い、及び協力し合うことを常に意識して、市政を運営する。

２　議会における議員と市長及び執行機関の長（以下「市長等」という。）との質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、
一問一答方式を原則とする。

３　議長から本会議、委員会等への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して論点、争点の明確化等を図るため反問す
ることができる。

４　議員は、法律の規定によるもののほか、市長等が任命する附属機関の委員には就任しないものとする。
（議会審議における論点情報の形成）

第１３条　議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を集約し、その政策水準を高めるため、市長
に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

（１）政策の必要性
（２）提案に至るまでの経緯
（３）他の自治体の類似する政策との比較検討
（４）市民参加及び協働の実施の有無とその内容
（５）総合計画との整合性
（６）財源措置
（７）将来にわたるコスト計算及び費用対効果
２　議会は、前項の政策の提案を審議するに当たって、各常任委員会等がそれらの政策の水準を高める観点から、立案及び執

行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後においても政策評価に資する審議を行うものとする。
（政策評価）

第１４条　議会は、必要に応じ、議会独自で政策評価を実施するものとする。
２　政策評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（予算、決算における政策説明）
第１５条　議会は、予算及び決算の審議に当たって、第１３条の規定に準じて、施策別又は事業別の説明を市長等に求めるも
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のとする。
     （議決事件の追加）
第１６条　議会は、議事機関としての機能強化のため、法第９６条第２項に規定する議会の議決すべき事件の追加を積極的に

検討するものとする。
２　前項の議会の議決すべき事件に関し必要な事項は、別に条例で定める。
           第５章　会議の運営
     （自由討議による合意形成）
第１７条　議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、本会議及び委員会において、議員提出案件、市長提出案

件及び請願、陳情等の市民提出案件に関し審議をし、結論を出す場合、議員相互の自由討議を中心に議論を尽くし、少数意
見も尊重しながら合意形成に努め、市民に対する説明責任を十分に果たすものとする。

２　前項の場合において、市長等に対する本会議等への出席要請は必要最小限にとどめるものとする。
３　議員は、第１項の議員相互の自由討議を進め、政策提言、条例制定、意見等の議案提出に積極的に努めるものとする。
     （委員会の活動）
第１８条　議会は、委員会の開催に当たって、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うものとする。
２　委員長は、自由討議による合意形成に努め、報告に当たっては、論点、争点等を明確にし、責任を持って質疑に対する答

弁を行うものとする。
３　委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するため、市民との懇談を積極的に行うよう努めるものとする。
     （政策検討会）
第１９条　議会は、政策討論会を開催した場合は、政策立案及び政策提言を推進するため政策検討会を開催するものとする。
２　政策検討会に関し必要な事項は、別に定める。
           第６章　会派及び議員連盟
     （会派）
第２０条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
２　会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。
３　会派に関し必要な事項は、別に定める。
     （議員連盟）
第２１条　議員は、特定の政策や課題について調査研究を行うことに賛同する議員が共同して調査研究を行う団体（以下「議

員連盟」という。）を結成することができる。
２　議員連盟の調査研究は、議員個人でこれを行う場合に比べ、広範にわたり、かつ、効率的に行われるとともに、特定の政

策や課題に関する議員間の共通の認識が深められるように努めるものとする。
３　議員連盟は、可能な限り広く会派を超えた議員の参加により、活動するように努めるものとする。
４　議員連盟に関し必要な事項は、別に定める。
           第７章　議会支援機能の充実
     （議会モニターの設置）
第２２条　議会は、円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、議会モニターを設置する。
２　議会モニターは、議会に対し議会運営に関する意見や改善提言等を行うものとする。
３　議会は、議会モニターから聴取した意見や改善提言等を議会運営に反映させるように努めるものとする。
４　議会モニターの氏名は公開を原則とし、その活動は原則として無償とする。
５　議会モニターに関し必要な事項は、別に定める。
     （議会サポーターの設置）
第２３条　議会は、議会への市民参加を促進するため、必要に応じて議会サポーターを設置する。
２　議会サポーターは、議会運営に関する事務及び広聴広報活動に関する業務の支援等を行うものとする。
３　議会は、自主的な協力者として活動する議会サポーターに必要な情報提供及び学習の機会を提供するように努めるものと

する。
４　議会サポーターの氏名は公開を原則とし、その協力活動は原則として無償とする。
５　議会サポーターに関し必要なことは、別に定める。
      （議会アドバイザーの設置）
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第２４条　議会は、議会の資質向上を図るため、必要に応じて議会アドバイザーを設置する。
２　議会アドバイザーは、議会全般にわたって、専門的な知識及び経験等を踏まえて助言、提言、指導等を行うものとする。
３　議会は、議会アドバイザーに必要な情報及び資料を提供するように努めるものとする。
４　議会アドバイザーの氏名は公開を原則とし、その協力活動に対し必要と認めたときは、謝礼等を支給するものとする。
５　議会アドバイザーに関し必要なことは、別に定める。
     （附属機関の設置）
第２５条　議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査、調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を

有する者等で構成する附属機関を設置するものとする。
２　附属機関に関し必要な事項は、別に定める。
           第８章　政務活動費
     （政務活動費）
第２６条　政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、滝沢市議会の政務活動費の交付に関する条例（平成１５年滝沢村条例

第１５号）の定めるところにより、これを適正に使用しなければならない。
２　会派及び議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たすため、収支報告書、領収書等を議長

に報告するとともに、当該年度に１回以上、政務活動費による活動内容を公表しなければならない。
           第９章　議会及び事務局の体制整備
     （議員研修の充実強化）
第２７条　議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
     （議会図書室の充実）
第２８条　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
     （議会事務局の体制整備）
第２９条　議会は、議会及び議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化に努

めるものとする。
     （議会費の確保）
第３０条　議会は、議会の機能を保持し、円滑な議会運営を行うため、議会費の確保に努めるものとする。
２　議会は、議長交際費を含め、議会費の使途等を議会だより、議会ホームページ等により市民に公表しなければならない。
           第１０章　議員の政治倫理並びに定数及び報酬
     （議員の政治倫理）
第３１条　議員は、市民の負託にこたえるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、市民の代表として良心及び

責任感を持ち、議員の品位を保持し、並びに識見を養うよう努めなければならない。
     （議員定数）
第３２条　議員の定数は、滝沢市議会の議員の定数を定める条例（平成１３年滝沢村条例第１７号）で定める。
２　議員の定数の見直しに当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分

に考慮するとともに、合議制の機関として機能を果たす役割についても考慮するものとする。
３　第１項の条例の改正に当たっては、議員活動の評価等に関する市民の客観的な意見を聴取するために参考人制度、公聴会

制度等を活用するものとする。
４　前項の改正は、地方自治法第７４条第１項の規定による住民の直接請求があった場合及び市長が提出する場合を除き、改

正理由を付して議員が提案するものとする。
     （議員報酬）
第３３条　議員の報酬は、滝沢市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（平成２０年滝沢村条例第１６号）で定める。
２　前項の条例の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に

考慮するとともに、市民の客観的な意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を活用するものとする。
３　前項の改正は、地方自治法第７４条第１項の規定による住民の直接請求があった場合及び市長が提出する場合を除き、改

正理由の説明を付して議員が提案するものとする。
           第１１章　危機管理
     （危機管理）
第３４条　議会は、災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時において総合
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的かつ機能的に活動できるよう市長等と協力し、危機管理体制の整備に努めなければならない。
２　議員は、災害等の不測の事態が発生することが予想される際には、地域情報を把握するとともに滝沢市災害対策本部等と

情報を共有し、災害の未然防止に努めなければならない。
３　議会及び議員は、災害等の不測の事態が発生したときは、市長等と連携し、市民とともに、一日も早い復旧に尽力すると

ともに、市民生活の安定維持に努めなければならない。
           第１２章　議会の評価と議会改革の推進
     （議会の評価）
第３５条　議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、さらには継続した議会改革を行うため、政策立案、自治立法活動、

調査活動等の全ての事項について議会評価を実施するものとする。
２　議会は、前項の議会評価を１年毎に行い、評価の結果を市民に公開するものとする。
３　議会は、第１項の議会評価の結果に基づき、政策立案等の見直しを行うとともに、これを議会運営に反映させるものとする。
４　議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう努めるものとする。
５　議会評価に関し必要な事項は、別に定める。
     （議会改革）
第３６条　議会は、議会改革の取組を検証し、かつ、継続的に取り組むため、滝沢市議会改革推進会議（以下「議会改革推進

会議」という。）を設置するものとする。
２　議会改革推進会議は、前項の議会改革の取組の検証を行うほか、第３８条の規定によるこの条例の見直しを行うものとする。
３　議会改革推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
           第１３章　最高規範性及び見直し手続
     （最高規範性）
第３７条　この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。
２　議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、議員にこの条例の理念を浸透させるための研修を行わなければならない。
     （見直し手続）
第３８条　議会は、この条例が社会情勢及び市民の意見の変化に即しているかについて、１年毎に検証するものとする。
２　議会は、前項の規定による検証を議会改革推進会議で行うものとし、検証の結果を市民に公表するものとする。
３　議会は、第１項の規定による検証を行う場合は、市民が参加できるよう努めるものとし、検証の結果、制度の改善が必要

な場合は、この条例の改正を含め適切な措置を講ずるものとする。
４　議会は、前３項の規定にかかわらず、常に社会情勢及び市民の意見の変化を勘案し、必要があると認めるときは、この条

例の規定を検討し、所要の措置を講ずるものとする。
５　議会は、この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳し

く説明しなければならない。
           第１４章　補則
     （委任）
第３９条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
           附　則
   この条例は、平成２６年１月１日から施行する。
           附　則（平成２５年１２月１３日条例第４９号抄）
      （施行期日）
１　この条例は、平成２６年１月１日から施行する。



137

第
２
次
滝
沢
市
総
合
計
画

前
期
基
本
計
画

《
資
料
編
》

4 滝沢市行政基本条例

          滝沢市行政基本条例（平成２７年滝沢市条例第２号）
目次
    第１章　総則（第１条・第２条）
    第２章　行政運営の原則（第３条―第６条）
    第３章　市の経営に関する理念（第７条―第１０条）
    第４章　総合計画（第１１条―第１３条）
    第５章　市民参加の推進（第１４条―第１６条）
    第６章　職員のコンプライアンスの原則（第１７条―第２０条）
    第７章　条例の検証（第２１条）
    附則
           第１章　総則
     （目的）
第１条　この条例は、滝沢市の行政運営の基本原則及び経営理念並びに職員の倫理原則等を明らかにすることにより、市民の

信頼と負託にこたえ、滝沢市自治基本条例（平成２６年滝沢市条例第１号。以下「自治基本条例」という。）に基づく、市民
主体による自治を基本とする行政運営を確立することを目的とする。

     （定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）職員　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３項に規定する特別職に属する者及び同条第２項に規定する
一般職に属する者をいう。

（２）経営　政策等を推進するための方針を定め、社会経済情勢及び市の財政状況を踏まえ、計画的に事務事業を執行及び管理
する行政活動をいう。

（３）コンプライアンス　法令等、社会規範、職員倫理及び職務上のモラルを遵守することをいう。
（４）市民参加　政策等の立案、実施及び評価の過程において、市民が行政運営に関わることをいう。
（５）任命権者　地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者をいう。
          第２章　行政運営の原則
     （行政運営の基本原則）
第３条　市は、市民の信託に基づき行政運営をしているという認識の下、市民主体の地域づくりを具体的に進めるための政策

等を定め、これを推進しなければならない。
２　市は、安定した財源の確保に努め、持続可能な財政構造を構築し、計画的で健全な財政運営を行わなければならない。
３　市は、効果的かつ効率的な事務事業の実施により自立した経営を行うとともに、不断の見直し及び改善に努めなければな

らない。
４　市は、行政運営の透明性の向上を図るため、行政に関する情報を多様な方法で積極的に提供しなければならない。
５　市は、適正な行政運営の推進のため、コンプライアンスの徹底に取り組まなければならない。
     （行政組織の整備等）
第４条　市は、前条各項に規定する基本原則に基づき行政運営を推進するため、実効性のある行政組織を整備するとともに、

必要に応じ、行政組織の見直しを行うものとする。
２　市は、社会情勢の変化及び多様化する市民の価値観に的確に対応し、地域づくりの推進を担う能力を有する職員の育成に

努めなければならない。
     （市民との連携協力）
第５条　市は、地域の実情に即した市民の自発的な活動を尊重するとともに、市民との役割分担を明確にし、連携協力により

地域づくりを推進するものとする。
     （議会との関係）
第６条　市長は、議事機関である議会と、それぞれの役割及び特性を活かし、対等な立場で協力し合うものとする。
           第３章　市の経営に関する理念
      （経営理念）
第７条　市は、第３条に規定する行政運営の基本原則に基づき市の経営を行うため、基本的な価値観となる経営理念を定める
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ものとする。
     （経営の姿勢）
第８条　市は、経営理念に沿った取組の姿勢（以下「経営の姿勢」という。）を定め、これに基づき経営を行うものとする。
     （行動指針）
第９条　市は、経営理念を実現するための職員の行動及び判断の基準（以下「行動指針」という。）を定め、職員は、これに基

づき行動するものとする。
      （経営理念等の公表）
第１０条　市は、前３条に規定する経営理念、経営の姿勢及び行動指針を定めたときは、これを公表しなければならない。また、

変更したときも同様とする。
           第４章　総合計画
      （総合計画の策定）
第１１条　市は、地域づくりを推進するため、自治基本条例第９条第１項に規定する総合計画を策定するものとする。
      （総合計画の構成及び期間）
第１２条　総合計画は、基本構想、基本計画及び実行計画により構成するものとする。
２　基本構想は、市民主体の地域づくりを推進し、滝沢市の将来像を実現するための基本的な指針を定めたもので、その期間

を８年とする。
３　基本計画は、基本構想を実現するための取組を体系的に定めたもので、その期間は、基本構想で定めるものとする。
４　実行計画は、基本計画に基づき実施する事務事業の内容、年度別事業費等を定めたもので、毎年策定するものとする。
     （総合計画との整合）
第１３条　総合計画は、市の政策を定める最上位計画であり、市が行う政策等は、緊急を要するもののほかは、これに基づく

ものとする。
２　市長は、総合計画に定める政策の実現のため、事務事業の展開の基礎となる全体方針（以下「市長方針」という。）を毎年

策定し、これに基づき計画的かつ安定的な行政運営をしなければならない。
３　市は、政策別の基本となる計画等を策定する場合、総合計画との関係を明らかにした上で、一体的に進行管理を行うもの

とする。
          第５章　市民参加の推進
     （情報の共有）
第１４条　市は、市民参加を推進するため、行政に関する情報を積極的に公表又は提供をし、市民と共有するものとする。
     （市民意見の把握）
第１５条　市は、行政運営に関する市民の意向を的確に把握するため、市民参加しやすい多様な機会を提供しなければならない。
２　市は、意見交換会の開催、パブリックコメント及びアンケート調査の実施その他適切な方法によって、市民の意見を求め

るものとする。
     （市民意見への対応）
第１６条　市は、市民参加により提出された意見、提言等を尊重し、行政運営に反映させるなど適切な対応に努めなければな

らない。
           第６章　職員のコンプライアンスの原則
    （職員の倫理原則）
第１７条　職員は、市民主体による地域づくりを推進するため、全体の奉仕者であることを自覚し、常に公平かつ公正に職務

を執行しなければならない。
２　職員は、その職務及び地位を私的な利益のために用いてはならず、また、市民の疑惑及び不信を招くような行為をしては

ならない。
     （職員の行動原則）
第１８条　職員は、経営理念及び経営の姿勢を共通認識とし、市長方針を十分に理解した上で、誰もが幸福を実感できる地域

づくりに向けた行動に取り組まなければならない。
２　職員は、職務の遂行に当たっては、コンプライアンス意識を保持し、行動指針に基づき主体的に行動しなければならない。
      （任命権者の責務）
第１９条　任命権者は、職員が常に高いコンプライアンス意識を持って行動するため、研修その他の必要な措置を講じなけれ
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ばならない。
       （管理監督者の責務）
第２０条　職員を管理し、又は監督する立場にある者（以下「管理監督者」という。）は、その職責の重要性を自覚し、第１７

条各項に規定する職員の倫理原則を自ら率先して遵守しなければならない。
２　管理監督者は、その管理又は監督の対象となる職員（以下「部下職員」という。）に対し、コンプライアンス意識の保持の

ために必要な指導及び助言を行わなければならない。
３　管理監督者は、部下職員の職務の執行状況を定期的に点検及び評価し、その改善を図るとともに、職員相互の協力体制を

整え、一人一人の能力が発揮される良好な職場環境の形成及び維持に努めなければならない。
          第７章　条例の検証
     （条例の検証）
第２１条　市長は、この条例の運用状況、市民の意見の変化等について、毎年検証を行うものとする。
２　市長は、前項の規定による検証の結果、この条例の見直し又は行政運営上の仕組みの改善等が必要な場合は、適切な措置

を講ずるものとする。
           附　則
    この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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